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別紙 
諮問第２０３０号 
局所吸収指針の在り方 

 
１ 諮問理由 

携帯電話端末等の無線設備から発射される電波の人体側頭部における比吸収率※

については、安心して電波を利用できる環境を整備するため、現在、３GHzまでの

周波数について許容値(局所吸収指針)を定め、規制を導入しているところ、今後、

３GHz以上の周波数について、無線LANでの利用の進展や第４世代携帯電話等での

利用が想定されるため、この周波数についての局所吸収指針の策定が必要となって

いる。 
このため、３GHz以上の周波数についての局所吸収指針の在り方について、情報

通信審議会へ諮問を行うものである。 
 
※比吸収率(SAR : Specific Absorption Rate)とは、生体が電磁界にさらされることによって

単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量をいう。 

 
２ 答申を希望する事項 

３GHz 以上の周波数についての局所吸収指針の在り方 
 
３ 答申を希望する時期 

平成 22 年３月頃 
 
４ 答申が得られたときの行政上の措置 

関係省令等の改正に資する。 
 



これらの状況を踏まえ、３ＧＨｚ以上の周波数帯での局所吸収指針の在り方について今回新規諮問
するとともに、諮問第１１８号（携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法）について検討が必要

現在

状況の
変化

安全施設 頭部横断面のSAR分布

SARの値 高い 低い

900MHz帯 1.5GHz帯

電波の強さが基準値を超える場所に安全
施設の設置を義務付け。(平成11年10月)

携帯電話端末等の人体側頭部で吸収
される電力の比吸収率 (SAR)の許容値
(2W/Kg)を強制規格化。(平成14年6月)

比吸収率（SAR)の許容値安全施設の設置

３ＧＨｚ以上の周波数帯については、 今後、
無線LANや第4世代携帯電話等において利用
が進展

国際電気標準会議（IEC)において「人体に対し

２０ｃｍ以内に近接して使用される無線機器」
や「側頭部で使用される無線機器」の測定方
法の策定・改定が審議中

我が国の電波利用は質量ともに飛躍的に発展。
安心して電波を利用できる環境の整備が重要。
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